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会
　
計 

認
識
の
中
止
の
方
向
性
、検
討

│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
専
門
委

去
る
10
月
20
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
63
回
Ｓ
Ｐ
Ｃ
専
門
委
員

会
を
開
催
し
た
。

国
際
的
な
動
向

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
Ｍ
ｏ
Ｕ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
見
直
し
を
行
い
、
優
先
度
の

高
い
も
の
か
ら
対
応
す
る
と
し
た
作

業
計
画
表
を
本
年
６
月
に
公
表
し

た
。認

識
中
止
モ
デ
ル（
金
融
資
産
お

よ
び
金
融
負
債
の
認
識
中
止
が
認
め

ら
れ
る
た
め
の
具
体
的
条
件
）の
改

訂
は
、
当
面
の
間
、
見
送
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
お
り
、
認
識
中
止
モ
デ

ル
と
し
て
は
現
行
Ｉ
Ａ
Ｓ
39
号
が
引

き
続
き
用
い
ら
れ
る
予
定
。
一
方
、

開
示
に
関
し
て
は
、
米
国
基
準
と
の

整
合
性
が
図
ら
れ
て
お
り
、
本
年
10

月
に
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
７
号
の
改
訂
と

し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
対
応

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
で
は
こ
れ
ま
で
、
Ｉ
Ａ

Ｓ
Ｂ
の
議
論
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
と
と

も
に
、
２
０
１
０
年
第
４
四
半
期
に

検
討
状
況
の
整
理
の
公
表
、
２
０
１

１
年
上
半
期
に
公
開
草
案
の
公
表
を

予
定
し
て
い
た
。

し
か
し
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
と
米
国
基
準

の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
が
当
面
の
間

進
展
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を

受
け
て
、
今
後
の
方
向
性
を
再
検
討

す
る
必
要
が
生
じ
て
き
た
。

検
討
の
方
向
性

そ
こ
で
、
事
務
局
か
ら
、
次
の
３

つ
の
案
が
提
示
さ
れ
た
。

案
１
　
拡
充
さ
れ
た
開
示（
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
７
号
の
改
訂
）へ
の
対
応
、
お

よ
び
Ｉ
Ａ
Ｓ
39
号
の
認
識
中
止

モ
デ
ル
と
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン

ス
を
念
頭
に
、
２
０
１
１
年
１

―
３
月
期
に
論
点
整
理
ま
た
は

検
討
状
況
の
整
理
を
公
表
す
る

案
２
―
１
　
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
７
号
の
改

訂
へ
の
対
応
の
み
を
対
象
と
し

て
、
論
点
整
理
ま
た
は
検
討
状

況
の
整
理
を
２
０
１
１
年
１
―

３
月
期
に
公
表
す
る

案
２
―
２
　
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
７
号
の
改

訂
へ
の
対
応
の
み
を
対
象
と
し

て
、
公
開
草
案
を
２
０
１
１
年

１
―
３
月
期
に
公
表
す
る

案
１
の
理
由
と
し
て
は
、
次
の
２

点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・
開
示
だ
け
で
な
く
、
会
計
処
理

も
改
正
す
る
こ
と
が
、
コ
ン

バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
に
資
す
る

・
金
融
商
品
会
計
全
体
に
つ
い
て

コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
を
図
る
方

向
で
検
討
が
進
ん
で
お
り
、
認

識
の
中
止
の
み
を
改
正
し
な
い

と
、
他
の
金
融
商
品
会
計
と
の

整
合
性
が
図
れ
な
く
な
る
可
能

性
が
あ
る

案
２
―
１
の
理
由
と
し
て
は
、

「
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
お
い
て
認
識
中
止
の

会
計
処
理
が
改
正
さ
れ
る
可
能
性
も

あ
る
」こ
と
や
、「
対
象
を
開
示
に
限

定
す
る
こ
と
で
、
短
期
間
で
の
対
応

が
可
能
と
な
る
」こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。案

２
―
２
の
理
由
と
し
て
は
、
開

示
に
つ
い
て
は
早
急
な
コ
ン
バ
ー

ジ
ェ
ン
ス
を
行
う
こ
と
に
よ
り
拡
充

を
図
る
と
い
う
、
国
際
的
な
方
向
性

に
合
致
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ど
の
よ
う
に
作
業
を
進
め
る
か

は
、
次
回
以
降
の
専
門
委
員
会
で
議

論
す
る
。

会
　
計 

変
動
リ
ー
ス
料
、残
価
保
証
、貸
手

の
表
示
が
検
討
さ
れ
る

│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
リ
ー
ス
会
計
専
門
委

去
る
10
月
20
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
46
回
リ
ー
ス
会
計
専
門

の
公
開
草
案（
Ｅ
Ｄ
）へ
の
コ
メ
ン
ト

対
応
の
検
討
と
論
点
整
理
の
文
案
検

討
を
行
っ
た
。
論
点
整
理
に
向
け
た

今
回
の
検
討
事
項
は
次
の
と
お
り
。

変
動
リ
ー
ス
料

(1)
　
論
点
の
所
在

一
定
の
指
標
に
基
づ
き
リ
ー
ス
料

が
変
動
す
る
リ
ー
ス
契
約
に
つ
い

て
、
Ｅ
Ｄ
で
は
予
想
支
払
額
を
見
積

り
、
期
待
値
で
算
定
し
、
借
手
と
貸

手
の
リ
ー
ス
に
関
す
る
資
産
お
よ
び

負
債
に
含
め
て
認
識
し
、
会
計
処
理

し
て
い
る
。
こ
の
論
点
を
整
理
す
る

と
図
表
の
よ
う
に
な
る
。

(2)
　
今
後
の
方
向
性

す
べ
て
の
変
動
リ
ー
ス
料
を
認
識

す
る
考
え
方
は
基
本
的
に
適
切
で
あ

る
。
た
だ
し
、
借
手
の
取
扱
い
に
関

し
て
、
借
手
の
債
務
が
過
剰
に
計
上

さ
れ
る
こ
と
や
、
貸
手
の
会
計
処
理

と
著
し
く
非
対
称
に
な
る
可
能
性
も

あ
る
こ
と
な
ど
が
懸
念
さ
れ
て
い

る
。そ

の
た
め
、
認
識
に
つ
い
て
、
借

手
の
将
来
の
行
動
に
依
存
す
る
も
の

で
は
な
い
指
数
や
レ
ー
ト
に
基
づ
く

変
動
リ
ー
ス
料
に
限
定
す
る
こ
と

や
、
測
定
の
信
頼
性
要
件
を
借
手
側

(図表)　変動リース料・残価保証の論点 

主な論点 
 
 
変動リース料（残価保証）をリ
ースに関する資産および負債
に含めて認識するか 
 
信頼性をもって測定できる場
合にのみ認識するか 
 
 
 
変動リース料（残価保証）をど
のように測定するか 
 
見直しを行うか 
 
見直す場合には変動をどのよ
うに会計処理するか 
 
 
 
 
第三者からの保証をどのよう
に扱うか 

提案されている会計処理 
（借手・貸手共通） 

 
リースに関する資産および
負債に含めて認識する 
 
 
借手は測定の信頼性を考慮 
しない 
貸手は信頼性をもって測定
できる場合にのみ認識する 
 
期待値により測定する 
 
 
報告日ごとに見直しを行う 
 
当期以前に関係する変動は
純損益で認識し、将来に関
係する変動は使用権資産（借
手）または履行義務（貸手）
を修正する 
 
貸手の債権には含めない 
 

項　目 
 
 
認　識 
 
 
 
 
 
 
 
 
当初認識時の測定 
 
 
当初認識後の測定 
 
 
 
 
 
 
 
第三者保証（注） 
 

（注）残価保証のみの論点。 

委
員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
は
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
・
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
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フラッ
シュ 

統計

Ｉ
Ｍ
Ｆ
世
界
経
済
見
通
し
、

来
年
は
４
・
２
％
に
減
速

来
年
の
世
界
経
済
は
先
進
国
中
心

に
、成
長
ス
ピ
ー
ド
が
減
速
す
る
。Ｉ
Ｍ

Ｆ（
国
際
通
貨
基
金
）が
発
表
し
た
２
０

１
０
│
11
年
の
経
済
見
通
し
に
よ
る

と
、10
年
の
世
界
経
済
の
実
質
経
済
成

長
率
は
４
・
８
％
と
し
、前
回
７
月
の
予

測
か
ら
０
・
２
ポ
イ
ン
ト
上
方
修
正
す

る
一
方
、11
年
は
４
・
２
％
で
０
・
１
ポ

イ
ン
ト
下
方
修
正
し
た
。米
国
、日
本
が

下
方
修
正
と
な
っ
た
が
、中
国
、イ
ン
ド

な
ど
主
要
新
興
国
は
前
回
見
通
し
の
ま

ま
で
、順
調
に
高
い
成
長
が
続
く
見
込

み
。先
進
国
と
の
成
長
率
格
差
が
一
段

と
鮮
明
に
な
る
。

先
進
国
の
な
か
で
減
速
が
目
立
つ
の

は
米
国
で
、10
年
の
成
長
率
が
２
・
６
％

と
前
回
よ
り
０
・
７
ポ
イ
ン
ト
下
方
修

正
と
な
り
、11
年
も
２
・
３
％
と
０
・
６

ポ
イ
ン
ト
減
速
の
見
通
し
と
な
っ
た
。

雇
用
や
不
動
産
市
場
の
回
復
が
遅
く
、

失
業
率
も
11
年
平
均
で
９
・
６
％
に
高

止
ま
り
す
る
と
い
う
。日
本
に
つ
い
て

は
10
年
が
０
・
４
ポ
イ
ン
ト
上
方
修
正

さ
れ
、２
・
８
％
と
な
っ
た
が
、11
年
は

１
・
５
％
で
０
・
３
ポ
イ
ン
ト
下
方
修
正

さ
れ
た
。こ
れ
ま
で
財
政
刺
激
策
や
外

需
な
ど
で
生
産
量
な
ど
が
伸
び
た
が
、

10
年
４
│
６
月
期
に
活
動
が
か
な
り
弱

ま
っ
た
、と
分
析
し
て
い
る
。

一
方
、中
国
は
10
年
が
10
・
５
％
、11

年
が
９
・
６
％
の
成
長
見
通
し
。い
ず
れ

も
前
回
予
想
を
そ
の
ま
ま
据
え
置
い

た
。イ
ン
ド
も
10
年
が
９
・
７
％
、11
年

が
８
・
４
％
で
今
回
は
修
正
な
し
だ
っ

た
。

電
子
マ
ネ
ー
決
済
、

09
年
度
初
め
て
１
兆
円
超
え
る

電
子
マ
ネ
ー
に
よ
る
決
済
金
額
が
、

09
年
度
初
め
て
１
兆
円
を
突
破
し
た
。

日
銀
の
調
査
に
よ
る
と
、昨
年
度
の
決

済
金
額
は
１
兆
２
、５
４
９
億
円
と
な

り
、前
年
度
比
で
54
％
増
加
し
た
。今
年

度
に
入
っ
て
か
ら
も
月
次
ベ
ー
ス
で
前

年
比
５
割
程
度
の
伸
び
が
続
い
て
い

る
。累
計
の
発
行
枚
数
は
今
年
４
月
末

で
１
億
３
、０
０
０
万
枚
を
超
え
、６
月

末
で
１
億
３
、７
１
５
万
枚
。全
国
民
が

１
枚
ず
つ
保
有
す
る
規
模
に
な
っ
て
お

り
、発
行
枚
数
の
増
加
率
は
２
割
程
度

で
決
済
金
額
の
伸
び
を
下
回
っ
て
い

る
。日

銀
の
調
査
対
象
は「
エ
デ
ィ
」、「
ス

イ
カ
」な
ど
８
種
類
の
電
子
マ
ネ
ー
。09

年
度
の
決
済
件
数
は
15
億
１
、０
０
０

万
件
で
同
35
％
増
加
し
た
。１
件
当
た

り
の
決
済
金
額
は
８
３
１
円
で
、前
年

か
ら
約
１
０
０
円（
14
％
）大
き
く
な
っ

た
。１
カ
月
当
た
り
の
決
済
金
額
は
今

年
６
月
が
１
、３
９
３
億
円
。調
査
開
始

以
来
最
大
で
、９
カ
月
連
続
で
１
、０
０

０
億
円
を
上
回
っ
て
い
る
。09
年
度
の

年
間
決
済
金
額
を
名
目
民
間
最
終
消
費

支
出（
約
２
８
３
兆
円
）と
比
べ
る
と
、

０
・
４
％
に
相
当
す
る
。

日
本
企
業
、海
外
企
業
の
買
収
を

積
極
化

日
本
企
業
に
よ
る
海
外
企
業
の
Ｍ
＆

Ａ（
合
併
・
買
収
）が
大
幅
に
増
加
し
て

い
る
。米
調
査
会
社
ト
ム
ソ
ン
・
ロ
イ

タ
ー
に
よ
る
と
、２
０
１
０
年
度
上
期

（
４
│
９
月
）の
買
収
総
額
は
１
兆
５
、

３
０
０
億
円
と
前
年
同
期
比
54
％
増
加

し
た
。円
高
に
加
え
、デ
フ
レ
や
少
子
化

な
ど
で
国
内
市
場
が
縮
む
こ
と
に
危
機

感
を
強
め
た
内
需
型
企
業
を
中
心
に
、

Ｍ
＆
Ａ
を
テ
コ
に
し
た
積
極
的
な
海
外

展
開
が
加
速
し
た
。

日
本
企
業
に
よ
る
海
外
企
業
の
上
期

Ｍ
＆
Ａ
件
数
は
58
％
増
の
２
５
１
件
。

半
期
ベ
ー
ス
で
は
デ
ー
タ
の
あ
る
01
年

度
以
降
で
最
高
を
記
録
し
た
。目
立
っ

た
の
は
内
需
型
企
業
に
よ
る
海
外
企
業

の
買
収
だ
。Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
南
ア
フ
リ
カ
の

Ｉ
Ｔ
大
手
、デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ン
・
デ
ー
タ

を
約
２
、８
６
０
億
円
で
買
収
す
る
と

発
表
。ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
は
豪
州
飲
料
大

手
を
買
収
し
、中
国
の
食
品
最
大
手
に

出
資
す
る
と
発
表
し
た
。キ
リ
ン
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
ス
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
飲
料

最
大
手
に
出
資
し
た
。製
造
業
で
は
日

本
電
産
が
米
電
機
大
手
エ
マ
ソ
ン
・
エ

レ
ク
ト
リ
ッ
ク
の
モ
ー
タ
ー
事
業
部
門

の
買
収
に
踏
み
切
っ
た
。
円
高
の
メ

リ
ッ
ト
を
活
か
し
て
、海
外
展
開
を
加

速
し
た
格
好
。

海
外
企
業
に
よ
る
日
本
企
業
の
Ｍ
＆

Ａ
は
件
数
が
６
％
増
の
82
件
。買
収
総

額
は
５
倍
強
の
７
、
５
０
０
億
円
に

な
っ
た
。米
プ
ル
ー
デ
ン
シ
ャ
ル
・
フ
ァ

イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
が
約
４
、０
０
０
億
円

で
米
Ａ
Ｉ
Ｇ
の
日
本
生
保
子
会
社
２
社

を
取
得
し
た
案
件
が
買
収
総
額
を
押
し

上
げ
た
。国
内
勢
同
士
も
含
め
た
企
業

の
Ｍ
＆
Ａ
全
体
で
は
件
数
が
約
１
、２

０
０
件
で
12
％
減
、取
引
金
額
は
５
兆

８
、８
０
０
億
円
で
２
％
増
だ
っ
た
。

（図表）　ＩＭＦの世界経済見通し 
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に
も
設
け
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て

も
引
き
続
き
検
討
す
る
。

ま
た
、
変
動
リ
ー
ス
料
を
借
手
の

債
務
お
よ
び
貸
手
の
債
権
に
含
め
る

場
合
の
測
定
方
法
を
期
待
値
に
限
定

し
て
も
よ
い
か
ど
う
か
引
き
続
き
検

討
す
る
。

残
価
保
証

(1)
　
論
点
の
所
在

リ
ー
ス
期
間
終
了
時
に
、
原
資
産

の
処
分
価
額
が
契
約
上
の
保
証
金
額

に
満
た
な
い
場
合
、
そ
の
不
足
額
を

借
手
が
支
払
う
場
合
が
あ
る
。

Ｅ
Ｄ
で
は
変
動
リ
ー
ス
料
と
同
様

に
、
予
想
支
払
額
を
見
積
り
、
期
待

値
に
よ
り
算
定
し
た
う
え
で
借
手
と

貸
手
の
リ
ー
ス
に
関
す
る
資
産
お
よ

び
負
債
と
し
て
認
識
し
会
計
処
理
す

る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

主
な
論
点
は
図
表
の
よ
う
に
、
第

三
者
保
証
を
除
き
、
変
動
リ
ー
ス
料

と
同
様
の
会
計
処
理
と
な
る
。

(2)
　
今
後
の
方
向
性

残
価
保
証
は
、
リ
ー
ス
料
の
後
払

い
的
な
性
格
を
有
し
、
リ
ー
ス
期
間

終
了
時
の
変
動
リ
ー
ス
料
に
相
当
す

る
と
考
え
、
変
動
リ
ー
ス
料
の
取
扱

い
と
整
合
的
に
会
計
処
理
す
る
と
す

る
Ｅ
Ｄ
の
考
え
方
は
適
切
で
あ
る
。

ま
た
、
偶
発
事
象
に
基
づ
き
支
払
う

義
務（
受
け
取
る
権
利
）で
あ
り
、
借

手
の
負
債（
貸
手
の
資
産
）に
含
め
て

認
識
す
る
こ
と
も
適
切
で
あ
る
。

測
定
の
信
頼
性
や
方
法
に
つ
い
て

は
、変
動
リ
ー
ス
料
の
取
扱
い
と
整
合

的
に
検
討
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

第
三
者
保
証
は
、
貸
手
の
リ
ー
ス

料
受
取
債
権
に
含
め
て
会
計
処
理
す

べ
き
か
、
別
個
の
構
成
要
素
と
し
て

他
の
保
証
と
同
様
に
会
計
処
理
す
べ

き
か
、
貸
手
の
収
益
認
識
と
の
関
連

も
踏
ま
え
、
引
き
続
き
検
討
す
る
。

貸
手
の
表
示

(1)
　
今
後
の
方
向
性

貸
手
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｄ

を
基
礎
に
検
討
し
て
い
く
が
、
履
行

義
務
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
結
合
表

示
に
つ
い
て
、
議
論
の
余
地
が
あ
る

と
思
わ
れ
、
収
益
認
識
Ｅ
Ｄ
や
未
履

行
契
約
と
の
関
係
も
含
め
、
今
後
検

討
す
る
と
さ
れ
た
。

(2)
　
結
合
表
示
の
問
題
点

履
行
義
務
ア
プ
ロ
ー
チ
の
場
合
、

貸
手
は
財
政
状
態
計
算
書
に
お
い

て
、
原
資
産
、
リ
ー
ス
料
受
取
債

権
、
リ
ー
ス
負
債
を
区
別
し
て
表
示

し
、
そ
の
合
計
を
正
味
リ
ー
ス
資
産

ま
た
は
負
債
と
し
て
表
示
す
る（
結

合
表
示
）。

こ
れ
は
、
原
資
産
と
リ
ー
ス
料
受

取
債
権
と
い
う
同
一
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
裏
づ
け
と
す
る
資

産
が
２
つ
計
上
さ
れ
、
二
重
計
上
と

な
る
と
の
懸
念
を
軽
減
す
る
た
め
に

採
用
さ
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
理
解
で

き
る
。

し
か
し
、
結
合
表
示
で
も
、
借
方

に
計
上
さ
れ
る
履
行
義
務（
リ
ー
ス

負
債
）の
性
質
を
理
解
す
る
こ
と
が

難
し
く
、
利
用
者
へ
の
誤
解
を
与
え

る
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
そ
の
た

め
、
前
述
の
方
向
性
と
な
っ
た
。
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会
　
計 

四
半
期
会
計
基
準
の
見
直
し
に
関

す
る
検
討
、進
め
ら
れ
る

│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

去
る
10
月
21
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
２
１
１
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。
主
な
検
討

内
容
は
次
の
と
お
り
。

四
半
期
会
計
基
準
の
見
直
し
に
関
す

る
検
討

四
半
期
会
計
基
準
の
見
直
し
に
つ

い
て
は
、
前
回
の
本
委
員
会
に
お
い

て
財
務
諸
表
の
作
成
者
・
利
用
者
な

ど
、
４
名
か
ら
意
見
聴
取
を
行
っ
た

ほ
か
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
が
独
自
に
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
も

と
に
、
四
半
期
会
計
基
準
の
見
直
し

に
関
す
る
論
点
の
洗
出
し
と
今
後
の

対
応
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。

●
論
点

損
益
計
算
書
は
、
四
半
期
会
計
期

間（
３
カ
月
）情
報
か
、
期
首
か
ら
の

累
計
情
報
の
い
ず
れ
か
を
開
示
す
る

こ
と
で
よ
い
か
。

◆
今
後
の
対
応
案

（
１
案
）期
首
か
ら
の
累
計
情
報
の

み
を
開
示
す
る

（
1'
案
）１
案
を
基
本
と
し
、
３
カ

月
情
報
を
任
意
開
示
と
す
る

（
２
案
）３
カ
月
情
報
の
み
を
開
示

す
る

１
案
の
理
由
と
し
て
は
、
年
間
の

業
績
見
通
し
の
進
捗
度
を
示
す
情
報

と
し
て
有
用
で
あ
る
こ
と
や
、
Ｉ
Ａ

Ｓ
34
号「
中
間
財
務
報
告
」に
お
い
て

も
、
期
中
財
務
報
告
は
年
初
か
ら
の

累
計
と
い
う
考
え
方
が
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
さ
ら
に
東
証
等
の
四
半

期
短
信
で
も
、
期
首
か
ら
の
累
計
期

間
の
開
示
の
み
を
採
用
し
て
い
る
こ

と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。

２
案
の
理
由
と
し
て
は
、
収
益
動

向
の
変
化
を
最
も
よ
く
表
す
と
い
う

点
で
、
財
務
諸
表
利
用
者
か
ら
の
開

示
ニ
ー
ズ
が
高
い
こ
と
や
、
ア
ナ
リ

ス
ト
等
か
ら
は
、
累
計
情
報
よ
り
も

３
カ
月
情
報
の
開
示
を
望
む
声
が
多

い
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
た
。

●
論
点

第
１
・
第
３
四
半
期
に
お
け
る

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー（
Ｃ
Ｆ
）計
算

書
に
つ
き
、
開
示
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
か
。

◆
今
後
の
対
応
案

（
１
案
）非
資
金
項
目
等
の
金
額
を

注
記
事
項
と
し
て
開
示
す
る
こ

と
を
条
件
と
し
て
、
省
略
す
る

こ
と
を
可
能
と
す
る

（
２
案
）引
き
続
き
各
四
半
期
に
お

い
て
Ｃ
Ｆ
計
算
書
は
必
要

１
案
の
理
由
と
し
て
は
、第
１
・
第

３
四
半
期
に
お
け
る
Ｃ
Ｆ
計
算
書
の

作
成
は
、欧
州
と
比
較
し
て
も
作
成
者

の
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
。ま

た
、条
件
付
き
で
あ
れ
ば
、比
較
的
多

く
の
ア
ナ
リ
ス
ト
も
許
容
し
て
い
る

と
さ
れ
て
お
り
、東
証
等
の
四
半
期
短

信
の
開
示
で
は
、Ｃ
Ｆ
計
算
書
の
開
示

ま
で
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も

理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。

２
案
に
関
し
て
は
、Ｃ
Ｆ
計
算
書
は

基
本
的
な
財
務
諸
表
の
一
部
で
開
示

は
必
要
と
い
っ
た
意
見
が
あ
る
こ
と

や
、米
国
基
準
や
Ｉ
Ａ
Ｓ
34
号
で
も
Ｃ

Ｆ
計
算
書
を
期
中
財
務
諸
表
と
し
て

い
る
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
事
務
局
か
ら
は
、
Ｃ
Ｆ

計
算
書
作
成
の
な
か
で
最
も
負
担
が

か
か
る
の
が「
非
資
金
項
目
等
の
金

額
を
注
記
す
る
こ
と
」で
は
な
い
か

と
の
指
摘
が
あ
り
、
も
し
１
案
に

な
っ
た
と
し
て
も
大
幅
な
簡
素
化
に

は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ

た
懸
念
が
示
さ
れ
た
。

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
計
画

表
に
よ
る
と
、
年
内
ま
で
に
公
開
草

案
の
公
表
を
予
定
し
て
い
る
が
、
議

論
は
利
用
者
・
作
成
者
で
平
行
線
を

た
ど
っ
て
い
る
。
次
回
の
本
委
員
会

で
は
事
務
局
が
方
向
性
を
示
し
て
検

討
が
進
め
ら
れ
る
と
み
ら
れ
る
が
、

舵
取
り
は
難
し
そ
う
だ
。

金
融
商
品
に
関
す
る
検
討

●
公
正
価
値
測
定
公
開
草
案
へ
の
コ

メ
ン
ト
対
応

公
正
価
値
測
定
公
開
草
案（
本
年

経理用語の豆知識 
四半期特有の会計処理

四半期連結財務諸表作成のための特有の会計処理には、
①原価差異の繰延処理、②税金費用の計算がある。
①原価差異の繰延処理は、標準原価計算等を採用してい

る場合において、原価差異が操業度等の季節的な変動に起
因して発生したものであり、かつ、原価計算期間末までに
ほぼ解消が見込まれるときには、継続適用を条件として、
当該原価差異を流動資産または流動負債として繰り延べ
ることができるとする会計処理である。
②税金費用の計算は、法人税等については、四半期会計

期間を含む年度の法人税等の計算に適用される税率に基
づき、原則として年度決算と同様の方法により計算する
が、年度の税引前当期純利益に当該見積実効税率を乗じて
計算して未払法人税等として表示し、繰延税金資産および
繰延税金負債については、回収可能性を検討したうえで、
四半期貸借対照表に計上する会計処理である。

連結納税制度を適用する場合の税効果

連結納税主体においては、連結納税会社の財務諸表上の
一時差異および繰越欠損金等ならびに、連結納税主体にお
ける資本連結手続およびその他連結手続上生じた一時差異
に対して、法人税に係る繰延税金資産および繰延税金負債
ならびに法人税等調整額を計算する。また、連結財務諸表に
計上するための連結納税主体の法人税に係る繰延税金資産
については、連結納税主体を一体として回収可能性を判断
し、将来の会計期間において回収が行われると見込まれな
い税金の額は控除することとなる。
回収可能性は、連結納税主体を一体とみなしたうえで、回

収可能性の判断要件ならびに繰延税金資産の計上可否およ
び計上額を決定するとともに、計上した繰延税金資産の回
収可能性の見直しを行わなければならない。なお、連結納税
主体の連結欠損金に特定連結欠損金が含まれている場合
は、連結納税主体の連結所得見積額と各連結納税会社の個
別所得見積額の両方を考慮することに留意する。
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フラッ
シュ 

７
月
公
表
）へ
の
コ
メ
ン
ト
対
応
が

本
委
員
会
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
。

10
月
12
日
に
開
催
さ
れ
た
第
71
回

金
融
商
品
専
門
委
員
会（
本
誌
２
０

１
０
年
11
月
１
日
号（
№
１
２
６
３
）

情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）で
は「
取
り

上
げ
な
い
」と
さ
れ
た
項
目
に
つ
い

て
も
、
本
委
員
会
で
は
再
度
検
討
が

必
要
と
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
専
門

委
員
会
に
お
い
て
再
度
検
討
さ
れ
る

と
み
ら
れ
る
。
今
の
と
こ
ろ
最
終
基

準
化
は
２
０
１
１
年
５
月
の
予
定
。

●
金
融
負
債
に
関
す
る
検
討
状
況
の

整
理

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
で
は
、
本
年
８
月
に
公

表
し
た「
金
融
商
品
会
計
基
準（
金
融

資
産
の
分
類
及
び
測
定
）の
見
直
し

に
関
す
る
検
討
状
況
の
整
理
」に
続

き
、
金
融
負
債
に
関
し
て
も「
検
討

状
況
の
整
理
」の
公
表
を
目
指
し
て

い
る
。
本
委
員
会
で
は
次
の
論
点
出

し
が
行
わ
れ
、
今
後
検
討
が
進
め
ら

れ
る
。

論
点
１ : 

金
融
負
債
の
分
類
及
び
測

定
に
関
す
る
考
え
方

論
点
２ : 

金
融
負
債
の
ト
レ
ー
デ
ィ

ン
グ
目
的
保
有

論
点
３ : 

公
正
価
値
オ
プ
シ
ョ
ン
の

適
用

論
点
４ : 

自
己
信
用
リ
ス
ク
の
取
扱

い
論
点
５ : 

複
合
金
融
商
品
の
取
扱
い

論
点
６
・
７ : 

表
示
・
開
示

国
際
会
計 

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
と
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
が
新
会
計

基
準
の
発
効
日
と
移
行
措
置
等
に

つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
募
集

│
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
・
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
10
月
19
日
、
国
際
会
計
基
準

審
議
会（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）と
米
国
財
務
会

計
基
準
審
議
会（
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）は
、
新

会
計
基
準
の
発
効
日
と
移
行
措
置
等

に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
の
募
集
を
公
表

し
た
。

こ
れ
は
、
来
年
多
く
の
新
し
い
会

計
基
準
の
公
表
が
予
定
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
ら
を
適
用
す
る
た
め
に
必

要
な
準
備
期
間
と
労
力
等
に
つ
い
て

の
コ
メ
ン
ト
を
求
め
る
も
の
で
あ

る
。
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
今
回
の
コ
メ
ン
ト

を
新
た
な
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
適
用
日
付
等

の
策
定
に
利
用
す
る
と
し
て
い
る
。

コ
メ
ン
ト
募
集
期
限
は
、
２
０
１
１

年
１
月
31
日
で
あ
る
。

コ
メ
ン
ト
提
供
に
あ
た
っ
て
は
、

提
供
者
の
背
景
を
明
確
に
す
る
こ
と

と
、
主
に
次
の
４
点
に
つ
い
て
コ
メ金

　
融 

見
か
け
ほ
ど
強
く
な
い

「
包
括
的
金
融
緩
和
政
策
」

(図表)　 

現在の状況 
 

公開草案を2009年5月と2010年6月に公表 
 
フェーズ1は2010年10月に完了予定 
フェーズ2の公開草案を2009年11月に公表 
フェーズ3の公開草案を2010年第4四半期に
公表予定 
 
公開草案を2010年6月に公表 
 
 
公開草案を2010年7月に公表 
 
公開草案を2010年8月に公表 
 
公開草案を2010年4月に公表 
 
 
公開草案を2010年5月に公表 
 
 
最終基準を2010年12月に公表予定 
 
最終基準を2010年12月に公表予定 
 

移行措置 
 

将来に向かって適用 
 
遡及適用（フェーズ3は未定） 
 
 
 
 
遡及適用 
 
 
限定的に遡及適用 
 
限定的に遡及適用 
 
遡及適用 
 
 
遡及適用 
 
 
限定的に遡及適用 
 
限定的に遡及適用 
 

プロジェクト 
 

公正価値測定 
 
金融商品－IFRS9号の
改訂 
 
 
 
顧客との契約における
収益認識 
 
保険契約 
 
リース 
 
退職後給付－確定給付
制度－IAS19号の改訂 
 
その他の包括利益項目
の表示－IAS1号の改訂 
 
連結 
 
共同支配契約 
 

1 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7

10
月
５
日
に
公
表
さ
れ
た
日
銀
の

「
包
括
的
な
金
融
緩
和
政
策
」に
つ
い

て
は
、当
初
思
い
切
っ
た
緩
和
策
と
い

う
マ
ス
コ
ミ
報
道
も
あ
り
、政
府
側
の

ト
は
０
・
０
９
％
程
度
が
平
均
値

で
、
包
括
緩
和
策
発
表
以
前
と
変
わ

り
な
い
。

実
質
ゼ
ロ
金
利
政
策
の
継
続
に
つ
い

て
の
時
間
軸
の
設
定

ま
た
、
②
物
価
の
安
定
が
展
望
で

き
る
情
勢
ま
で
実
質
ゼ
ロ
金
利
政
策

を
継
続
す
る
と
い
う
時
間
軸
の
設
定

ン
ト
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

・
新
基
準
へ
の
移
行
の
準
備
内
容

と
負
荷
お
よ
び
必
要
な
期
間

・
新
基
準
の
発
効
日
と
早
期
適
用

・
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
の
考
慮（
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
と
米
国
会
計
基
準
で
の

発
効
日
と
移
行
措
置
の
統
一
）

・
初
度
適
用
企
業
へ
の
早
期
適
用

や
適
用
延
期

図
表
の
１
か
ら
７
が
、
今
回
の
コ

メ
ン
ト
の
対
象
と
な
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
あ
る
。
表
中
の
移
行
措
置
欄
は

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
よ
る
現
時
点
で
の
暫
定

的
な
決
定
で
あ
る
。
ま
た
、
連
結
と

共
同
支
配
契
約
に
つ
い
て
は
、
１
か

ら
７
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
が
考
慮

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

圧
力
に
対
す
る
日
銀
の
大
幅
譲
歩
の

よ
う
に
み
ら
れ
た
。し
か
し
、西
村
副

総
裁
が
10
月
20
日
、広
島
で
行
っ
た
講

演
内
容
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、必
ず

し
も
そ
う
と
も
い
い
き
れ
な
い
。

無
担
保
コ
ー
ル
翌
日
物
レ
ー
ト
の
誘
導

ま
ず
、
①
無
担
保
コ
ー
ル
翌
日
物

レ
ー
ト
を
０
〜
０
・
１
％
程
度
に
誘

導
す
る
、
に
つ
い
て
は
直
前
目
標
の

０
・
１
％
も
含
ま
れ
、
実
質
現
状
維

持
と
す
る
運
用
も
可
能
だ
。
実
際

に
、
５
日
以
降
の
当
該
コ
ー
ル
レ
ー
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に
つ
い
て
も
、
１
９
９
９
年
４
月
に

発
表
さ
れ
た
ゼ
ロ
金
利
政
策
で
は
、

消
費
者
物
価
上
昇
率
が
マ
イ
ナ
ス
に

な
ら
な
い
と
い
う
見
極
め
を
要
件
と

し
て
い
た
が
、
今
回
の
時
間
軸
は
審

議
委
員
に
よ
る
予
想
の
大
勢
と
な
っ

て
い
る
１
％
程
度
を
基
準
と
し
て
想

定
し
、「
中
長
期
的
に
こ
の
物
価
上

昇
率
が
見
通
せ
る
情
況
に
な
っ
た
と

判
断
す
る
ま
で
」と
位
置
づ
け
て
い

る
。マ

イ
ナ
ス
に
な
ら
な
い
と
い
う
下

限
に
は
触
れ
ず
、
か
つ
物
価
上
昇
率

の
基
準
も
実
績
値
で
は
な
く
審
議
委

員
の
予
想
値
で
、
あ
る
意
味
、
日
銀

自
身
が
時
間
軸
の
長
さ
を
変
更
で
き

る
こ
と
に
な
る
。

金
融
資
産
買
入
れ
等
の
た
め
の

基
金
創
設

ま
た
、
③
国
債
・
Ｃ
Ｐ
社
債
・
Ｅ
Ｔ

Ｆ
・
Ｊ
│
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
な
ど
の
金
融
資
産

買
入
れ
と
共
通
担
保
資
金
供
給
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
基
金
創
設
に
つ

い
て
も
、
基
金
の
規
模
35
兆
円
の
う
ち

30
兆
円
は
昨
年
12
月
に
創
設
さ
れ
た
固

定
金
利
・
共
通
担
保
資
金
供
給
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ン
向
け
で
、
残
り
５
兆
円
の

う
ち
国
債
、
Ｃ
Ｐ
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｐ
、
社
債

で
４
・
５
兆
円
と
し
て
い
る
が
、
Ｅ
Ｔ

Ｆ
、
Ｊ
│
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
に
つ
い
て
は
具
体

的
な
言
及
が
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
表
面
的
に
日
銀
が

大
幅
譲
歩
し
た
よ
う
に
報
じ
ら
れ
た

が
、
実
際
の
運
用
面
で
は
、
実
質
日

銀
の
裁
量
の
余
地
を
随
所
に
残
し
て

お
り
、
当
初
見
ら
れ
た
よ
う
に
金
融

政
策
が
政
府
に
譲
歩
し
て
大
幅
な
緩

和
策
に
舵
を
切
っ
た
と
は
い
え
な証

　
券 

日
米
の
株
価
格
差
は
縮
小
の
方
向
へ

日
本
の
株
式
市
場
は
当
面
、
企
業

の
４
―
９
月
期
決
算
の
発
表
、
そ
れ

に
伴
う
今
後
の
収
益
見
通
し
に
注
目

が
集
ま
る
。
年
度
上
半
期
の
業
績
は

月
ご
と
に
水
準
を
切
り
上
げ
る
円
高

の
進
行
で
青
ざ
め
た
わ
り
に
は
順
調

な
も
の
に
な
ろ
う
。
問
題
は
下
半
期

以
降
の
見
通
し
の
修
正
で
あ
る
。

下
半
期
収
益
の
見
通
し
に
与
え
る

諸
要
因

こ
れ
ま
で
、
大
半
の
企
業
が
年
間

平
均
の
円
相
場
を
１
ド
ル
＝
90
円
程

度
と
し
て
収
益
見
通
し
を
立
て
て
い

た
。
上
半
期
は
何
と
か
予
定
ど
お
り

に
収
ま
っ
た
が
、
下
半
期
の
収
益
が

大
幅
な
下
方
修
正
と
な
ら
な
い
た
め

に
は
、
現
状
の
同
80
円
台
前
半
あ
た

り
で
落
ち
着
い
て
く
れ
る
こ
と
が
最

低
限
の
条
件
と
な
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
世
界
の
実
体
経
済
が

「
踊
り
場
」で
と
ど
ま
り
、
２
番
底
に

は
陥
ら
な
い
こ
と
も
条
件
の
１
つ
で

あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
中
国
が

０
・
２
５
％
利
上
げ（
金
融
機
関
の

貸
出
・
預
金
の
基
準
金
利
）
と
い

う
、
予
想
よ
り
早
め
の
動
き
に
出
た

こ
と
は
要
注
意
で
あ
る
。

こ
れ
は
も
と
よ
り
不
動
産
バ
ブ

ル
、
イ
ン
フ
レ
懸
念
を
封
じ
込
め
、

経
済
の
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
目

指
す
も
の
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
人

民
元
の
大
幅
な
、
急
激
な
切
上
げ
圧

力
を
か
わ
す
た
め
に
先
に
打
っ
て
出

た
感
が
あ
る
。
少
々
か
つ
ゆ
っ
く
り

と
し
た
人
民
元
高
は
受
け
入
れ
る
と

い
う
意
思
表
示
で
あ
ろ
う
。

こ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
は
財
務
長
官

自
ら
ド
ル
安
政
策
を
志
向
し
て
い
な

い
と
言
明
し
た
。
11
月
始
め
の
米
Ｆ

Ｏ
Ｍ
Ｃ（
公
開
市
場
委
員
会
）の
動
き

に
ま
だ
注
目
が
集
ま
る
の
は
や
む
を

え
な
い
が
、
通
貨
安
戦
争
は
休
戦
入

り
の
可
能
性
が
出
て
き
た
。

円
高
、
ド
ル
安
は
縮
む
方
向
に
？

こ
う
し
て
み
る
と
、
わ
が
国
企
業

の
収
益
は
こ
れ
か
ら
大
き
く
落
ち
込

む
こ
と
を
回
避
し
、
も
し
株
価
が
現

状
レ
ベ
ル
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
国
際

的
に
み
て
割
安
感
が
強
ま
る
こ
と
に

な
る
。

１
年
前
、
日
米
の
平
均
株
価
は
、

単
位
は
違
え
、
１
万
前
後
で
ほ
ぼ
同

水
準
で
あ
っ
た
が
、
現
在
、
米
国
１

万
１
、
０
０
０
、
日
本
９
、
５
０
０

前
後
で
、
15
％
も
開
い
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
間
、
景
気
や
企
業
収
益
の

基
調
に
あ
ま
り
違
い
は
な
く
、
こ
の

差
は
ひ
と
え
に
円
高
、
ド
ル
安
の
影

響
に
よ
る
。
こ
れ
か
ら
は
こ
の
差
が

縮
む
方
向
で
推
移
す
る
だ
ろ
う
。

い
。
日
銀
は
依
然
、
緩
和
に
慎
重
な

姿
勢
を
崩
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
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10月15日 
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10月19日 

 
 

2010年
10月22日 

 
 
 

2010年
10月22日 

 
プロジェクト計画表の更新 
 
 
 
監査役設置会社と委員会設置会社の比較検討 
―監査のベスト・プラクティスを求めて― 
 
 
 
会計基準の発効日に関する意見募集 
 
 
 
平成２２年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案
等 
 
 
 
質疑応答事例の更新 

 

ＩＡＳＢ 
 
 
 

（社）日本監
査役協会

 
 
 
 

IASB・ 
ＦＡＳＢ 
 
 
 

金融庁 
 
 
 

国税庁 

本年7月2日に公表されたものからアップデートされて
いる。ヘッジ会計に関する公開草案が本年12月までの
公表とされたことや、法人所得税の公開草案は2011年
上期の公表とされた。 
 
監査役設置会社と委員会設置会社につき、コーポレート・
ガバナンスの観点から比較検討したもの。両者に有意
な差はみられなかったとしている。 
 
来年多くの新しい会計基準の公表が予定されており、こ
れらを適用するために必要な準備期間と労力等につい
てのコメントを求めるもの。コメント期間は2011年1月
31日まで。 
 
連結規制・監督の対象となる証券会社の総資産の基準額
を1兆円とすることなどが定められている。コメント期間
は2010年11月22日まで。施行は2011年4月1日を予定。  
 
納税者から寄せられた質問についての国税庁回答のう
ち、他の納税者の参考に資すると思われる事例を集め
たもの。今年度税制改正に関する項目等が更新されて
いる。 

2010年 
11月10日号 
ニュース記事 


